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研究成果の概要（和文）： 

 本研究では、持続可能な発展を目指す法原則の総体を「持続可能な発展」法と位置づけ、1980
年代以降、環境保護の基本理念として支持されてきた同概念の発展過程を検討した。その結果、
同概念は、環境保護と経済成長を調和する概念として、国連の開発支援諸活動や多数国間環境
協定の中で積極的に位置づけられてきたこと、そして、今日、環境、経済、社会の 3分野を統
合する概念として、その適用範囲は拡大傾向にあることを明らかにした。他方で、環境保護の
ための諸制度に市場メカニズムを導入したことから、同概念の法的意味はさらに抽象性を増し
たことを論証した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 This research was subject to “sustainable development law” as legal concept to protect 
global environment, and a survey was made of the process of development on the notion 
of “sustainable development”, which had been supported as the fundamental principle 
to protect the environment since 1980s. As the result, it was found that sustainable 
development was regarded as the concept to reconcile environmental protection with 
economic development in the actions of the UN and most multilateral environmental 
agreements. In addition, the survey pointed toward expansion in this concept to integrate 
environmental, economic and social elements of development. On the other hand, it was 
clear that legal meaning of this concept became more ambiguous by the introduction of 
market mechanism into many regimes of the environmental protection. 
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１．研究開始当初の背景 
 本研究の研究対象である「持続可能な発展

(sustainable development)」概念は、1987
年の「環境と発展に関する世界委員会報告書
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（Our Common Future）」で一般化されてから、
1992 年のリオ会議で環境保全と経済成長を
調和させるスローガンとして打ち出され、そ
の後も 2002 年のヨハネスブルグ会議におい
て、環境保護、経済発展、社会発展を統合す
る理念として認知されてきた。また多くの多
数国間環境協定においても、基本原則として
確認されているほか、WTO 設立協定前文に見
られるように、貿易レジームにおいても、指
導理念としての実行が蓄積されている。また、
国際法協会（ILA)が、2002 年に持続可能な発
展に関する国際法原則（ニューデリー宣言）
を決議するなど、国際社会の動向は、学術的
にも積極的に評価されてきた。 
 国連においても国連環境計画（UNEP）や国
連開発計画（UNDP）などが、独自に持続可能
な発展の実践に関する報告書を作成し、ミレ
ニアム開発目標の一部としても採用される
など、21 世紀における目指すべき社会の目標
として普遍的な支持を集めていると言える。 
 他方で、同概念の多義性については、常に
疑問が提起されている。これは、分権化した
国際社会で、主権国家および非国家アクター
（国際機関、多国籍企業および環境 NGO）が、
それぞれの立場で同概念を理解し、実践しよ
うと試みているからに相違ない。その結果、
同概念は、その場面や発言者によって意義や
目的に複数の見解が見られる。 
以上のような現状認識を前提として、持続

可能な発展を目指す法原則の総称としての
「持続可能な発展」法（したがって、この呼
称は固有の実定法を意味するものではない）
について、冷戦構造崩壊からグローバリゼー
ションの進展にいたる歴史的な形成過程や
「人間の安全保障」をはじめとして開発支援
を推進する国連の実行を踏まえた上で、その
理論的動向について検証することを試みた。
そのために、本研究では、環境レジームと貿
易レジームの関係、とりわけ、多数国間環境
協定に市場メカニズムに注目する。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究は、環境保護のみならず、経済発展、
社会発展の統合理念として掲げられる持続
可能な発展概念が、どのように形成・発展し
てきたかを検証し、グローバリゼーションの
進展の中で、国際環境レジームの内部および
国際貿易レジームとの調整機能をいかに果
たしうるかについて検討することを目的と
する。 
特に 3 年間の研究期間で、(A)「持続可能

な発展」法の形成過程における歴史的展開の
検証、および(B) 同概念を支える法原則を、
国際環境法の分野から抽出すると共に、必要
に応じて、国際経済法の分野も射程に含める。
その上で、各レジーム間の相違や、主要アク

ターの対立構図に留意しながら、環境保全、
経済発展、社会発展(人権）の統合概念とし
ての持続可能な発展の法的意義を検討する
ことを目的とする。 
「持続可能な発展」法に関する研究は、欧
米の研究期間や環境 NGOを中心に研究が進め
られているが、まだ萌芽的なものに留まって
いる。本研究は、「持続可能な発展」概念を、
法理論及び国際レジームにおける実践とい
った観点から検討すると同時に、これまでほ
とんど行われてこなかった「同概念の形成過
程と発展途上国の発展に関する主張（新国際
経済秩序及び発展の権利など）の関連性」に
注目することにより、これまでにない独自の
視点から同概念の意義と課題について検討
できると位置づけられる。 
 
 
３．研究の方法 
(1)上記の(A)および(B)を分析するために、
一次資料である国連文書（国連総会、経済社
会理事会、UNEP、UNDP、持続可能な発展委員
会など）を収集し、また既存の文献に加えて、
国連のミレニアム開発目標やグローバル・コ
ンパクトに関する文献、さらに多数国間環境
協定に関する文献を収集して、検討した。こ
の作業には、京都国連寄託図書館のほか、国
連大学で資料収集を行った。また資料整理や
データベース化のために、研究補助（アルバ
イト）を活用した。 
 
(2)また気候変動条約（COP14,15 および 16）
および生物多様性条約（COP9 および 10）の
各締約国会議に NGO の一員として参加し、資
料収集の他、実務家、研究者、NGO メンバー
と貴重な意見の交換を行った。ただしこの外
国出張は別の研究費による出張と併せて行
ったため、本科研で予定していた出張費は、
追加の文献収集の他、国内の研究者へのヒア
リングや東京での資料収集に活用した。 
 
(3)より具体的には、1972 年の国連人間環境
会議（ストックホルム会議）から 1992 年の
国連環境発展会議（リオ会議）、および持続
可能な発展に関する世界サミット（ヨハネス
ブルグ会議）までの国連会議を経て、多くの
国際文書の中で支持されてきた持続可能な
発展概念の意味内容の拡大傾向について検
証した。また気候変動条約制度（京都議定書
およびポスト京都レジームの議論を含む）と
生物多様性条約（カルタヘナ議定書および遺
伝資源の配分レジームを含む）における持続
可能な発展概念の実効性について検討した。
その際に両条約制度の相互関連性、特に締約
国会議および事務局の活動について注目し
た。 
 最後に国際裁判（国際司法裁判所や仲裁裁



 

 

判所のほかに WTO 紛争解決手続を含む）にお
ける持続可能な発展概念の評価について分
析し、当事国の主張や裁判判決から、国際環
境法における同概念への理解や法的評価に
ついて検討することにより、「持続可能な発
展」法の方向性について理論的考察を試みた。 
 
 
４．研究成果 
(1)初年度(2008 年度)は、「持続可能な発展」
概念の歴史的経緯を検討するため、特に『Our 
Common Future』以前の国際環境法形成期に
注目して、分析を行った。その結果、1960 年
代から 70 年代にかけて新独立国が積極的に
展開した新国際経済秩序（New International 
Economic Order）や「発展の権利」の主張の
中との関連性を見つけることができた。この
結果に加えて、報告書採択以降の国連での同
概念の評価、とりわけリオ会議からミレニア
ム開発目標採択に至る同概念の見方に注目
する必要を認識した。 
 また、持続可能な発展概念を支える法原則
を、多数国間環境レジームと国際貿易レジー
ムのそれぞれから抽出し、その実定法化や規
範化の現状を検証するために、主要な国際環
境法の文献および関連する国際機関の公式
文書を収集した。特に生物多様性条約（カル
タヘナ議定書を含む）の関連文献を中心に収
集したが、これまで研究を行ってきた気候変
動条約（京都議定書を含む）と密接な関連性
を持つことが明らかになり、その問題に関し
て両条約の締約国会議がリエゾン・グループ
（Liaison Group）を形成するなどして、相
互に重要な役割を果たしていることがわか
った。 
 
(2)次年度(2009年度)は、1990年代以降の「持
続可能な発展」法の動向と「持続可能な発展」
に関する主要アクターの基本的立場の理解
に関する分析を行った。 
特に「持続可能な発展」法の動向に関連し

て、気候変動条約締約国会議第 15 回会合(コ
ペンハーゲン)におけるポスト京都議定書を
めぐる国際交渉についての検討と生物多様
性条約における遺伝資源へのアクセス及び
公正かつ衡平な利益配分に関する国際レジ
ームの現状についての分析を行った。両条約
は、1992 年リオ会議を期に採択された条約で
あり、同概念を基本理念に据えている点でも
共通点が見られる。前者については、京都議
定書後の国際制度について、持続可能な発展
の達成支援を条件とするクリーン開発メカ
ニズムの制度の再考が必要であることを再
認識した。後者については、2010 年の COP10
（名古屋）での新議定書採択の動向を踏まえ
つつ、実効性のあるレジームの構築にはなお
課題が残されていることについて論文にま

とめた。なお上記の検討の過程で 1990 年以
降も 2000 年のミレニアム・サミットを契機
として国連及び関連会議・関連機関における
持続可能な発展概念の理解に変化が見られ
るとする見解があることがわかった。 
次に主要アクターの基本的立場の理解に
関しては、上記の分析の過程で同概念の法制
化に積極的な欧州連合と消極的な米国の立
場の違いはかなり鮮明になった。また持続可
能な発展概念を開発計画の基本方針に置く
途上国と環境法の基本原則とする先進国の
認識の違いもかなり明確となった。 
 
(3)最終年度(2010 年度)は、持続可能な発展
概念と密接に関連する多数国間環境協定の
立法プロセスを検討するとともに、3 か年の
最後の研究年度として、これまでの研究の総
括を行った。 
 名古屋議定書については、昨年度検討した
ボン・ガイドラインおよび国際レジームの要
請に引き続き、2009 年以降の議定書起草プロ
セスについて、一次資料を用いて分析した。
また名古屋で開催された第 10 回締約国会議
(COP10)に出席し、実務担当者や環境 NGO か
ら貴重な情報を収集した。その結果、同議定
書採択後も、国際貿易レジームである WTO、
特に TRIPs協定との抵触の問題が生じうるこ
とを指摘した。また、気候変動枠組条約を素
材として、多数国間環境協定の締約国会議の
活動について、国連学会の研究大会で報告を
おこなった。そこでは、締約国会議が非国家
アクターとしての企業と連携し、市場原理を
積極的に活用しようとしている現実を指摘
すると共に、そこに存在する課題を指摘した。 
 
(4)上記の研究にこれまでの成果を踏まえた
本科研全体の総括として、国際法学の立場か
ら見た持続可能な発展概念の展開について、
多数国間環境協定の立法と国際判例の分野
から検討し、同概念の規範的意義について分
析をおこない、「持続可能な発展法」の意義
と課題について論文をまとめた。ただし、同
論文は記念論文集の編集上の事情により、本
報告書作成時にはまだ未発行である（2011 年
秋出版予定）。 
 2012 年には「持続可能な発展に関する国連
会議（Rio+20）」の開催が予定されており、
持続可能な発展概念の重要性は今後もなお
強調される傾向にある。その結果「持続可能
な発展」法をどのように実施していくかが焦
点となるが、同概念の曖昧性に加えて、それ
ぞれの条約における実施体制や国際機関相
互の調整、市場メカニズムの活用の評価など、
懸案事項も残されている。これらの課題につ
いてさらに研究を継続させていく必要性を
認識した。 
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